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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
九
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
六
十
六
条
の
五

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

第
六
十
六
条
の
五

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
販
売

（
新
設
）

の
相
手
方
に
対
し
、
取
り
扱
う
器
具
又
は
容
器
包
装
に
関
す
る
情
報
の
提

供
に
努
め
る
こ
と
。

七

食
品
衛
生
上
の
危
害
又
は
危
害
の
お
そ
れ
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
方

（
新
設
）

法
を
定
め
、
そ
の
方
法
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
。

八

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
原
材

六

作
業
手
順
を
作
成
し
、
衛
生
管
理
に
必
要
な
事
項
を
定
め
、
及
び
そ
れ

料
の
仕
入
元
、
製
造
の
状
態
、
出
荷
又
は
販
売
先
そ
の
他
必
要
な
事
項
に

ら
の
取
組
内
容
の
結
果
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
速
や
か

関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

に
確
認
で
き
る
よ
う
保
存
す
る
こ
と
。

九

製
造
し
た
製
品
等
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
を
保

七

器
具
又
は
容
器
包
装
の
原
材
料
の
購
入
、
使
用
及
び
廃
棄
並
び
に
器
具

存
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

又
は
容
器
包
装
の
製
造
、
貯
蔵
、
出
荷
及
び
廃
棄
に
係
る
記
録
を
作
成
し

、
当
該
器
具
が
使
用
さ
れ
る
期
間
又
は
当
該
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
、
若

し
く
は
包
ま
れ
た
食
品
若
し
く
は
添
加
物
が
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を

踏
ま
え
て
保
存
す
る
こ
と
。

②

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
項
の
厚
生
労

②

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
削
る
）

一

令
第
一
条
で
定
め
る
材
質
の
原
材
料
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
原
材
料
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す

る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

器
具
又
は
容
器
包
装
の
製
品
設
計
に
あ
つ
て
は
、
設
計
さ
れ
た
製
品
が

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
そ
の
製
造
工
程
が
同

条
第
一
項
の
規
格
又
は
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

一

令
第
一
条
で
定
め
る
材
質
の
原
材
料
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

三

必
要
に
応
じ
て
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
危
害
が
発
生
す
る
お

て
「
原
材
料
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
器
具
又
は
容
器
包
装
の
製
品
設

そ
れ
を
予
防
す
る
た
め
の
措
置
を
分
析
し
、
管
理
が
必
要
な
要
因
を
特
定

計
に
お
い
て
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
管
理

す
る
こ
と
。
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が
必
要
な
要
因
を
特
定
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
管
理
が
必
要
な
要
因
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発

四

前
号
の
管
理
が
必
要
な
要
因
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発

生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
製
造
及
び
管
理
の
水
準
（
以
下
「
管
理
水

生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
製
造
及
び
管
理
の
水
準
（
以
下
「
管
理
水

準
」
と
い
う
。
）
並
び
に
管
理
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

準
」
と
い
う
。
）
及
び
管
理
方
法
を
定
め
、
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。

三

原
材
料
及
び
器
具
又
は
容
器
包
装
が
適
切
な
管
理
水
準
を
満
た
す
こ
と

五

原
材
料
及
び
器
具
又
は
容
器
包
装
が
適
切
な
管
理
水
準
を
満
た
す
こ
と

及
び
適
切
な
管
理
方
法
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

を
確
認
す
る
こ
と
。

四

製
造
す
る
器
具
又
は
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
使
用
方
法
そ
の
他
食
品

（
新
設
）

衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
に
販
売
先
に
提
供
す
る
必
要
が
あ

る
情
報
を
管
理
す
る
こ
と
。

五
・
六

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
削
る
）

八

製
造
に
使
用
し
た
原
材
料
及
び
製
造
し
た
器
具
又
は
容
器
包
装
の
一
部

を
必
要
に
応
じ
て
保
存
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
規
定
す
る
取
組
の
内
容
に
関
す
る
書
面
と
そ
の
実
施
の
記
録

（
新
設
）

を
作
成
し
、
適
切
な
期
間
保
存
す
る
こ
と
。



- 4 -

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


